
●秋田市消費生活センター（市民相談センター）　
　☎０１８－８８８－５６４８
　●能代市消費生活センター　
　☎０１８５－８９－２９３９
 ●横手市消費生活センター　
　☎０１８２－３２－２９１９
 ●大館市消費生活センター　
　☎０１８６－４３－７０４５
 ●男鹿市消費生活センター　
　☎０１８５－２４－９１１１
 ●湯沢市消費生活センター　
　☎０１８３－７２－０８７４
 ●鹿角市消費生活センター　
　☎０１８６－３０－０２５８
 ●由利本荘市消費生活センター　
　☎０１８４－２４－６２５１
 ●潟上市消費生活センター　
　☎０１８－８５３－５３７０
 ●大仙市消費生活センター　
　☎０１８７－６３－１１３６
 ●北秋田市消費生活センター　
　☎０１８６－６２－６６２８
 ●にかほ市消費生活センター　
　☎０１８４－３２－３０４３
 ●仙北市消費生活センター　
　☎０１８７－４３－３３１３

●小坂町観光産業課　
　☎０１８６－２９－３９０８
 ●上小阿仁村住民福祉課
　☎０１８６－７７－２２２２
 ●藤里町町民課
　☎０１８５－７９－２１１３
 ●三種町商工観光交流課
　☎０１８５－８５－４８３０
 ●八峰町産業振興課
　☎０１８５－７６－４６０５
 ●五城目町住民生活課
　☎０１８－８５２－５１１２
 ●八郎潟町町民課
　☎０１８－８７５－５８０５
 ●井川町町民生活課
　☎０１８－８７４－４４１６
 ●大潟村生活環境課
　☎０１８５－４５－２１１５
 ●美郷町住民生活課
　☎０１８７－８４－４９０３
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海外の不動産に投資！
暗号資産で稼げます！

お金持ちはみんな

ネットワークビジネスで

稼いでるよ？

※お住まいの近くの消費生活センターなどの相談窓口につながります。
に電話！

全国共通相談電話「消費者ホットライン」
困ったときには…… ⓒ2015 秋田県んだッチ

秋田県
秋田県

困ったときの相談窓口お住まいの消費生活相談窓口
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からもつながります。

全国共通相談電話「消費者ホットライン」

※相談時間は各消費生活相談窓口によって異なります。
※各消費生活相談窓口で相談できるのは、在住の方が原則です。

相談日：月～金

ⓒ2015 秋田県んだッチ
ⓒ2015 秋田県んだッチ令和５年２月作成

秋田県生活センター 
　電　話： ０１８－８３５－０９９９
　所在地： 秋田市中通２－３－８（秋田駅前アトリオン７階）
　　

●北部消費生活相談室 
　電　話： ０１８６－４５－１０４０  　
　所在地： 大館市字中町５（旧正札竹村ビル１階）

●南部消費生活相談室 
　電　話： ０１８２－４５－６１０４  　
　所在地： 横手市旭川１－３－４１（県平鹿地域振興局１階）

相談時間： 月～金　９：００～１７：００（祝日・年末年始除く）

受付時間： 月～金　９：３０～１６：３０ （祝日・お盆・年末年始除く）

秋田県警察本部県民安全相談センター
　電　話： ＃９１１０ （または０１８－８６４－９１１０）

秋田弁護士会
　電　話： ０１８－８９６－５５９９

受付時間： 月～金　９：３０～１７：００（祝日・年末年始除く）

法テラス　霊感商法等対応ダイヤル
　電　話： ０１２０－００５９３１（フリーダイヤル）
　（祝日・年末年始除く）

困ったと
きは、

相談しよ
う！



●広告等のうたい文句を、うのみにしないように気をつけましょう｡
●落ち着いて、よく読んで、よく聞いてから契約をしましょう。
●一人で抱え込まず、身近な人に相談しましょう｡
●困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等に
　ご相談ください｡（本リーフレットの「お住まいの消費生活相談窓口」に記載）
　直接電話できるほか　　　　　　　　　　　からもつながります｡

悪質商法・消費者トラブルに注意！

スマホをタッ
プする前に、

一度ストップ
！

まだまだあります、悪質商法・消費者トラブル……

目的を隠して近づいたり、呼び出してから勧誘する事業者は、悪質な事業者です。
（特定商取引法で禁止されている勧誘方法に該当する場合があります。）

このような手口で勧誘されたときは、キッパリと断りましょう。

例えば…　●友人・知人のつながりを利用して呼び出す。
　　　　　●恋愛感情などにつけ込み信用させる。
　　　　　●家を訪問し、点検、不用品回収、無料サービスを口実に、
　　　　　　家に上がり込んでから商品を販売しようとする。

霊感商法に要注意‼
●人の不幸や不安につけ込み、高額な商品やサービスを買わせる、
　「霊感商法」に注意してください。
●上記のような不当な勧誘によって、消費者が誤認や困惑して結んだ
　契約は、消費者契約法によって取り消すことができる場合があります。

マッチングアプリやSNSでしか連絡
のとれない相手を容易に信頼しない！
怪しいと思ったら、消費生活センター
に相談してみよう！

マッチングアプリで知り合った人から
投資を勧められて……

　マッチングアプリで知り合った女性と仲良く
なったところ、暗号資産の投資を勧められた。

知り合いから勧誘されて……

→目的を隠して
　　　呼び出す手口です！

→恋愛感情につけ込んだ手口です！

久しぶり！

突然だけど、今度会わない？
　　久しぶり！会いたいな～やった！
いいことあったから、教えたいんだよね～
　　そうなんだ！気になる！

待って！

この後、
マルチの勧誘を

受けてしまい…
…

　中学時代の同級生から突然連絡があり、久しぶりに会う
ことにした。
　会ってみると、美容用品を毎月１万円分購入し、さらに、
購入する人を紹介すると月３千円ずつもらえる、と勧誘され、
お得と思い契約した。

友人・知人から勧誘され
てもきっぱり断る！

副業サイト～稼げると思ったのに～

　副業しようとサイトに登録したところ、高額な
システムを借金して購入させられた。
　結局、仕事は全く来ず、借金だけが残った。

→悪質な副業サイトです！

「
簡
単
に
稼
げ
る
」
は

　信
じ
ち
ゃ
だ
め
！

　見覚えのない連絡先から、「コンテンツを解約できて
おらず、未納料金がある」と、URL付きのSMSが届いた。
　なんだか不審なURLだけど、本当に未納なのかな？

架空請求 SMS

　有名アウトドア会社の商品が通販で安
かったので購入したが、商品が届かない。
　公式サイトを確認したら、URLが違う！

模倣サイト
　お試し価格で購入した美容液。１回きりの
つもりだったのに、思いがけず２回目が届き、
定期購入だと気付いた。

定期購入トラブル

送りつけ商法～突然商品が届いて～

　突然、注文していない商品が自宅に届いた。
家族に確認してみたが誰も注文していない。

→勝手に送りつけて料金を請求する、
　　「送りつけ商法」です！

注文していない
商品は受け取ら
ない！

タッ る前に、

「お得」は
　「危険」！

不審なURLには
アクセスしない！

こんな手口で狙ってきます！
悪質業者は

ⓒ2015 秋田県んだッチ
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　悪質商法はより複雑化・多様化し、皆さんを狙っています。
　だまされないように気をつけて、隙を見せず、断る時ははっきりと
断り、不安なときは消費生活センターに相談しましょう。

霊感商法①～占いサイト～

霊感商法②～開運グッズ～

　無料鑑定の占いサイトに登録したところ、占い師に「あなたから
は特別なパワーを感じる」と言われてよい気分になり、「パワー」を
もっと発揮するための言葉を送り返すように言われ、従った。
　途中からやりとりには有料のポイントが必要とされたが、「途中で
やめると運気が悪くなる」と言われ、支払い続けてしまった。

　→霊的なことに絡め、不安につけこむ、
　　「霊感商法」です！

　→霊的なことに絡め、不安につけこむ、
　　「霊感商法」です！

運勢について、いい
言葉が書かれている
メッセージでも、
安易に返信しない！

　広告を見て、５千円の開運ブレスレットを購入したところ、
販売業者から電話があり、「先祖の霊を供養しないと、親や
子どもに災いが降りかかる」と言われ、開運水晶料として
10万円と、祈とう料として 100 万円を要求された。

不安をあおるようなことを
言われても、きっぱり断る！

後出しの勧誘に要注意‼
ⓒ2015 秋田県んだッチ
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　会ってみると、美容用品を毎月１万円分購入し、さらに、
購入する人を紹介すると月３千円ずつもらえる、と勧誘され、
お得と思い契約した。

友人・知人から勧誘され
てもきっぱり断る！

副業サイト～稼げると思ったのに～

　副業しようとサイトに登録したところ、高額な
システムを借金して購入させられた。
　結局、仕事は全く来ず、借金だけが残った。

→悪質な副業サイトです！

「
簡
単
に
稼
げ
る
」
は

　信
じ
ち
ゃ
だ
め
！

　見覚えのない連絡先から、「コンテンツを解約できて
おらず、未納料金がある」と、URL付きのSMSが届いた。
　なんだか不審なURLだけど、本当に未納なのかな？

架空請求 SMS

　有名アウトドア会社の商品が通販で安
かったので購入したが、商品が届かない。
　公式サイトを確認したら、URLが違う！

模倣サイト
　お試し価格で購入した美容液。１回きりの
つもりだったのに、思いがけず２回目が届き、
定期購入だと気付いた。

定期購入トラブル

送りつけ商法～突然商品が届いて～

　突然、注文していない商品が自宅に届いた。
家族に確認してみたが誰も注文していない。

→勝手に送りつけて料金を請求する、
　　「送りつけ商法」です！

注文していない
商品は受け取ら
ない！

タッ る前に、

「お得」は
　「危険」！

不審なURLには
アクセスしない！

こんな手口で狙ってきます！
悪質業者は
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　悪質商法はより複雑化・多様化し、皆さんを狙っています。
　だまされないように気をつけて、隙を見せず、断る時ははっきりと
断り、不安なときは消費生活センターに相談しましょう。

霊感商法①～占いサイト～

霊感商法②～開運グッズ～

　無料鑑定の占いサイトに登録したところ、占い師に「あなたから
は特別なパワーを感じる」と言われてよい気分になり、「パワー」を
もっと発揮するための言葉を送り返すように言われ、従った。
　途中からやりとりには有料のポイントが必要とされたが、「途中で
やめると運気が悪くなる」と言われ、支払い続けてしまった。

　→霊的なことに絡め、不安につけこむ、
　　「霊感商法」です！

　→霊的なことに絡め、不安につけこむ、
　　「霊感商法」です！

運勢について、いい
言葉が書かれている
メッセージでも、
安易に返信しない！

　広告を見て、５千円の開運ブレスレットを購入したところ、
販売業者から電話があり、「先祖の霊を供養しないと、親や
子どもに災いが降りかかる」と言われ、開運水晶料として
10万円と、祈とう料として 100 万円を要求された。

不安をあおるようなことを
言われても、きっぱり断る！

後出しの勧誘に要注意‼
ⓒ2015 秋田県んだッチ
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●秋田市消費生活センター（市民相談センター）　
　☎０１８－８８８－５６４８
　●能代市消費生活センター　
　☎０１８５－８９－２９３９
 ●横手市消費生活センター　
　☎０１８２－３２－２９１９
 ●大館市消費生活センター　
　☎０１８６－４３－７０４５
 ●男鹿市消費生活センター　
　☎０１８５－２４－９１１１
 ●湯沢市消費生活センター　
　☎０１８３－７２－０８７４
 ●鹿角市消費生活センター　
　☎０１８６－３０－０２５８
 ●由利本荘市消費生活センター　
　☎０１８４－２４－６２５１
 ●潟上市消費生活センター　
　☎０１８－８５３－５３７０
 ●大仙市消費生活センター　
　☎０１８７－６３－１１３６
 ●北秋田市消費生活センター　
　☎０１８６－６２－６６２８
 ●にかほ市消費生活センター　
　☎０１８４－３２－３０４３
 ●仙北市消費生活センター　
　☎０１８７－４３－３３１３

●小坂町観光産業課　
　☎０１８６－２９－３９０８
 ●上小阿仁村住民福祉課
　☎０１８６－７７－２２２２
 ●藤里町町民課
　☎０１８５－７９－２１１３
 ●三種町商工観光交流課
　☎０１８５－８５－４８３０
 ●八峰町産業振興課
　☎０１８５－７６－４６０５
 ●五城目町住民生活課
　☎０１８－８５２－５１１２
 ●八郎潟町町民課
　☎０１８－８７５－５８０５
 ●井川町町民生活課
　☎０１８－８７４－４４１６
 ●大潟村生活環境課
　☎０１８５－４５－２１１５
 ●美郷町住民生活課
　☎０１８７－８４－４９０３
 ●羽後町町民生活課
　☎０１８３－６２－２１１１
 ●東成瀬村企画課
　☎０１８２－４７－３４０２
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あなたにだけ！
特別価格です！

時
代
は
副
業
！

空
い
た
時
間
で

月
何
十
万
円
も
！

海外の不動産に投資！
暗号資産で稼げます！

お金持ちはみんな

ネットワークビジネスで

稼いでるよ？

※お住まいの近くの消費生活センターなどの相談窓口につながります。
に電話！

全国共通相談電話「消費者ホットライン」
困ったときには…… ⓒ2015 秋田県んだッチ

秋田県
秋田県

困ったときの相談窓口お住まいの消費生活相談窓口

188（局番なし）
い　　　や　　　や　！

からもつながります。

全国共通相談電話「消費者ホットライン」

※相談時間は各消費生活相談窓口によって異なります。
※各消費生活相談窓口で相談できるのは、在住の方が原則です。

相談日：月～金

ⓒ2015 秋田県んだッチ
ⓒ2015 秋田県んだッチ令和５年２月作成

秋田県生活センター 
　電　話： ０１８－８３５－０９９９
　所在地： 秋田市中通２－３－８（秋田駅前アトリオン７階）
　　

●北部消費生活相談室 
　電　話： ０１８６－４５－１０４０  　
　所在地： 大館市字中町５（旧正札竹村ビル１階）

●南部消費生活相談室 
　電　話： ０１８２－４５－６１０４  　
　所在地： 横手市旭川１－３－４１（県平鹿地域振興局１階）

相談時間： 月～金　９：００～１７：００（祝日・年末年始除く）

受付時間： 月～金　９：３０～１６：３０ （祝日・お盆・年末年始除く）

秋田県警察本部県民安全相談センター
　電　話： ＃９１１０ （または０１８－８６４－９１１０）

秋田弁護士会
　電　話： ０１８－８９６－５５９９

受付時間： 月～金　９：３０～１７：００（祝日・年末年始除く）

法テラス　霊感商法等対応ダイヤル
　電　話： ０１２０－００５９３１（フリーダイヤル）
　（祝日・年末年始除く）

困ったと
きは、

相談しよ
う！
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